
一
頁

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
一
条
の
九
」
を
「
第
二
十
一
条
の
九
の
二
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
十
一
項
中
「
第
二
十
七
条
第
九
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
「
生
活
指
導
」
の
下
に
「
並

び
に
就
業
の
支
援
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
同
項
の
措
置
を
解
除
さ
れ
た
者
に
つ
き
相
談
そ
の
他
の
援
助
」
を
加
え
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
三

こ
の
法
律
で
、
里
親
と
は
、
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
児
童
（
以
下
「
要
保
護
児
童
」
と
い
う
。
）
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
が

適
当
と
認
め
る
も
の
を
い
う
。

第
八
条
第
一
項
及
び
第
七
項
中
「
第
二
十
七
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
規
定
は
、
主
任
児
童
委
員
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
児
童
委
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
二
章
第
一
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



二
頁

第
二
十
一
条
の
九
の
二

都
道
府
県
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
慢
性
疾
患
に
か
か
つ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
長
期
に
わ
た

り
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て

、
当
該
疾
患
の
状
態
が
当
該
疾
患
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
当

該
疾
患
の
治
療
方
法
に
関
す
る
研
究
そ
の
他
必
要
な
研
究
に
資
す
る
医
療
の
給
付
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
中
「
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
児
童
」
を
「
要
保

護
児
童
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
（
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
、
適
当
と
認
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

若
し
く
は
保
護
受
託
者
（
保
護
者
の
な
い
児
童
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
で

学
校
教
育
法
に
定
め
る
義
務
教
育
を
終
了
し
た
も
の
を
自
己
の
家
庭
に
預
か
り
、
又
は
自
己
の
下
に
通
わ
せ
て
、
保
護
し
、

そ
の
性
能
に
応
じ
、
独
立
自
活
に
必
要
な
指
導
を
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
、
若
し
く
は
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
変
更
し
、
又
は
前
項



三
頁

の
措
置
を
採
る
」
を
「
変
更
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
、
第
一
項
第
二
号
」
を
「
又
は
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め

、
「
又
は
第
六
項
の
措
置
を
採
る
場
合
」
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
生
活
指
導
」
の
下
に
「
並
び
に
就
業
の
支
援
」
を
加

え
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
中
「
、
保
護
受
託
者
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
児
童
養
護
施
設
」
を
「
里
親
に
委
託
さ
れ
、
又
は
児
童
養
護
施
設
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し

く
は
」
に
改
め
、
「
引
き
続
き
」
の
下
に
「
同
号
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
継
続
し
、
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第

二
十
七
条
第
九
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
の
四
第
一
号
及
び
第
三
十
三
条
の
五
中
「
第
九
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
九
号
中
「
児
童
が
四
親
等
内
の
児
童
で
あ
る
場
合
及
び
児
童
に
対
す
る
支
配
が
正
当
な
雇
用
関
係

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
又
は
家
庭
裁
判
所
、
都
道
府
県
知
事
又
は
児
童
相
談
所
長
の
承
認
を
得
た
も
の
で
あ
る
場
合
を
除

き
、
」
を
削
る
。

第
三
十
四
条
の
六
中
「
第
九
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
る
。



四
頁

第
三
十
七
条
中
「
保
健
上
」
の
下
に
「
、
安
定
し
た
生
活
環
境
の
確
保
」
を
加
え
、
「
お
お
む
ね
二
歳
未
満
の
」
を
削
り

、
「
養
育
す
る
」
を
「
養
育
し
、
あ
わ
せ
て
退
院
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
支
援
す
る
」
を
「
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
」
に
改
め

る
。第

四
十
一
条
中
「
乳
児
を
除
い
て
、
保
護
者
の
な
い
児
童
」
を
「
保
護
者
の
な
い
児
童
（
乳
児
を
除
く
。
た
だ
し
、
安
定

し
た
生
活
環
境
の
確
保
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
乳
児
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
」
に
、
「
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
」
を
「
退
所
し
た
者
に
対
す
る
相
談
そ
の
他
の
自
立
の
た
め
の
援
助
を
行
う
」
に
改

め
る
。

第
四
十
三
条
の
五
中
「
治
す
」
を
「
治
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
支
援
す
る
」
を
「
支
援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
」
に
改
め

る
。第

四
十
五
条
第
一
項
中
「
、
里
親
の
行
う
養
育
並
び
に
保
護
受
託
者
の
行
う
保
護
」
を
「
並
び
に
里
親
の
行
う
養
育
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
並
び
に
里
親
及
び
保
護
受
託
者
」
を
「
及
び
里
親
」
に
改
め
る
。



五
頁

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
、
里
親
及
び
保
護
受
託
者
」
を
「
及
び
里
親
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
の
長
」
の
下
に
「
又
は
里
親
」
を
、
「
入
所
中
」
の
下
に
「
又
は
受
託
中
」
を

加
え
る
。

第
四
十
八
条
中
「
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
」
の
下
に
「
並
び
に
里
親
」
を
、
「
入
所
中
」
の
下
に
「
又
は
受
託
中
」
を

加
え
る
。

第
五
十
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

第
二
十
一
条
の
九
の
二
の
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用

第
五
十
条
第
七
号
中
「
（
保
護
受
託
者
に
委
託
す
る
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

第
五
十
三
条
中
「
第
三
号
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
五
号
の
二
」
を
加
え
る
。

第
五
十
三
条
の
二
中
「
国
庫
は
」
の
下
に
「
、
第
五
十
条
第
五
号
の
二
の
費
用
」
を
加
え
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
、
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
給
付
」
の
下
に
「
又
は
第

二
十
一
条
の
九
の
二
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
」
を
、
「
指
定
育
成
医
療
機
関
」
の
下
に
「
又
は
同
条
に
規
定
す
る
医
療
の

給
付
を
行
う
医
療
機
関
（
第
六
項
に
お
い
て
「
指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
指
定



六
頁

育
成
医
療
機
関
」
を
「
指
定
育
成
医
療
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
能
力
の
認
定
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
費
用
の
徴
収
又
は
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
払
の
命
令
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
収
入
の
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
項
（
第
三
十
四
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪
は
、
刑
法

第
四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

第
二
条

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
児
童
福
祉
司
（
第
十
一
条

第
十
一
条
の
三
）
」
を
「
実
施
機
関
（
第
十
条

－

第
十
二
条
の
六
）
」
に
、
「
児
童
委
員
（
第
十
二
条

第
十
四
条
）
」
を
「
児
童
福
祉
司
（
第
十
三
条

第
十
五
条
）
」

－
－

－

に
、
「
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
及
び
保
健
所
（
第
十
五
条

第
十
八
条
の
三
）
」
を
「
児
童
委
員
（
第
十
六
条

第
十

－
－



七
頁

八
条
の
三
）
」
に
改
め
る
。

第
一
章
第
五
節
を
削
る
。

第
一
章
第
四
節
中
第
十
四
条
を
第
十
八
条
の
三
と
し
、
第
十
三
条
の
二
を
第
十
八
条
の
二
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
八
条

と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
」
と
い
う

。
）
」
を
「
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
を
第
十
七
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
一
章
第
四
節
を
第
一
章
第
五
節
と
す
る
。

第
一
章
第
三
節
中
第
十
一
条
の
三
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
に
」
を
「
児
童
福
祉
司
は
」
に
、
「
技
術
吏
員
で
あ
つ
て
」
を
「
技

術
吏
員
と
し
、
」
に
、
「
も
の
の
中
か
ら
任
用
し
た
児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
（
以
下
「
児
童
福
祉

司
」
と
い
う
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
者
の
う
ち
か
ら
、
任
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
項
第



八
頁

二
号
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
」
及
び
「
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
」
を
削
り
、
「
卒
業
し

た
者
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
お
い
て
一
年
以
上
児
童
そ
の
他
の
者
の
福
祉
に
関
す
る
相

談
に
応
じ
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
業
務
に
従
事
し
た
も
の
」
を
加
え
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を

加
え
る
。

都
道
府
県
は
、
そ
の
設
置
す
る
児
童
相
談
所
に
、
児
童
福
祉
司
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
一
章
第
三
節
を
第
一
章
第
四
節
と
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条

市
町
村
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

三

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
調
査
及
び
指
導
を
行
う
こ
と
並
び

に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。



九
頁

市
町
村
長
は
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
児

童
相
談
所
の
技
術
的
援
助
及
び
助
言
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
町
村
長
は
、
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
、
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的

及
び
精
神
保
健
上
の
判
定
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
、
児
童
相
談
所
の
判
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。

第
十
一
条

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
市
町
村
の
業
務
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
、
市
町
村
に
対
す
る
情

報
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
及
び
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

児
童
及
び
妊
産
婦
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ

各
市
町
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
、
実
情
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。

ロ

児
童
に
関
す
る
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
の
う
ち
、
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
に
応
ず
る
こ

と
。

ハ

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
つ
き
、
必
要
な
調
査
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保



一
〇
頁

健
上
の
判
定
を
行
う
こ
と
。

ニ

児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
つ
き
、
ハ
の
調
査
又
は
判
定
に
基
づ
い
て
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
。

ホ

児
童
の
一
時
保
護
を
行
う
こ
と
。

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
の
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
の
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
、
そ
の
管
理
に
属
す
る

行
政
庁
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条

都
道
府
県
は
、
児
童
相
談
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

児
童
相
談
所
は
、
児
童
の
福
祉
に
関
し
、
主
と
し
て
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
か
ら
ホ

ま
で
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

児
童
相
談
所
は
、
必
要
に
応
じ
、
巡
回
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
（
前
条
第
一
項
第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
業
務
を
除

く
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

児
童
相
談
所
長
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
の
社
会
福
祉
法
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
」



一
一
頁

と
い
う
。
）
の
長
（
以
下
「
福
祉
事
務
所
長
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
調
査
を
委
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
二

児
童
相
談
所
に
は
、
所
長
及
び
所
員
を
置
く
。

所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
す
る
。

所
員
は
、
所
長
の
監
督
を
受
け
、
前
条
に
規
定
す
る
業
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

児
童
相
談
所
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
職
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
二
条
の
三

児
童
相
談
所
の
所
長
及
び
所
員
は
、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員
と
す
る
。

所
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
師
で
あ
つ
て
、
精
神
保
健
に
関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

八
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

三

社
会
福
祉
士

四

児
童
の
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
（
以
下
「
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
と
し
て
二
年
以
上
勤
務
し

た
者
又
は
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
得
た
後
二
年
以
上
所
員
と
し
て
勤
務
し
た
者



一
二
頁

五

前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

所
長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
研
修
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

判
定
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
の
中
に
は
、
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
及
び
同

項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
以
上
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

相
談
及
び
調
査
を
つ
か
さ
ど
る
所
員
は
、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
四

児
童
相
談
所
に
は
、
必
要
に
応
じ
、
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
五

こ
の
法
律
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
そ
の
他
児
童
相
談
所
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
二
条
の
六

保
健
所
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
主
と
し
て
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

児
童
の
保
健
に
つ
い
て
、
正
し
い
衛
生
知
識
の
普
及
を
図
る
こ
と
。

二

児
童
の
健
康
相
談
に
応
じ
、
又
は
健
康
診
査
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
。

三

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
及
び
疾
病
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
児
童
の
療
育
に
つ
い
て
、
指
導
を

行
う
こ
と
。



一
三
頁

四

児
童
福
祉
施
設
に
対
し
、
栄
養
の
改
善
そ
の
他
衛
生
に
関
し
、
必
要
な
助
言
を
与
え
る
こ
と
。

児
童
相
談
所
長
は
、
相
談
に
応
じ
た
児
童
、
そ
の
保
護
者
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
保
健
所
に
対
し
、
保
健
指
導
そ
の

他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
三
節

実
施
機
関

第
二
十
一
条
の
二
十
九
第
一
項
中
「
養
育
」
の
下
に
「
の
状
況
、
当
該
児
童
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
第
二
項
第
三
号

、
第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
四
項
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
三
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
八
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
福
祉
事
務
所
」
を
「
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
福
祉
事
務
所
長
は
、
前
条
」
を
「
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
長
は
、
第
二
十
五
条
」

に
改
め
、
「
通
告
又
は
」
の
下
に
「
前
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
知
的
障
害
者
福
祉
法
（

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
」
及
び
「
（
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
知



一
四
頁

的
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
五
条
の
八
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
二

地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
要
保
護
児
童
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関

、
関
係
団
体
及
び
児
童
の
福
祉
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。

）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

協
議
会
は
、
要
保
護
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
（
以
下
「
要
保
護
児
童
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
要
保
護

児
童
の
適
切
な
保
護
を
図
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交
換
を
行
う
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
内
容
に

関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
協
議
会
を
設
置
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
議
会
を
設
置
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
う
ち
か
ら
、
一
に
限
り
要
保
護
児

童
対
策
調
整
機
関
を
指
定
す
る
。

要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
協
議
会
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
が

適
切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
児
童
相



一
五
頁

談
所
そ
の
他
の
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
三

協
議
会
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
関
係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
五
条
の
四

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め

る
。

第
二
十
五
条
の
五

次
の
各
号
に
掲
げ
る
協
議
会
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、

正
当
な
理
由
が
な
く
、
協
議
会
の
職
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関

当
該
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
つ
た
者

二

法
人

当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者

三

前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

協
議
会
を
構
成
す
る
者
又
は
そ
の
職
に
あ
つ
た
者

第
二
十
五
条
の
六

市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
は
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通

告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
児
童
の
状
況
の
把
握
を
行
う
も
の
と
す

る
。



一
六
頁

第
二
十
五
条
の
七

市
町
村
（
次
項
に
規
定
す
る
町
村
を
除
く
。
）
は
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的

確
に
把
握
す
る
も
の
と
し
、
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
児
童
及
び
相
談
に
応
じ
た
児
童
又
は
そ
の
保
護

者
（
以
下
「
通
告
児
童
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置

を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
七
条
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健

上
の
判
定
を
要
す
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
児
童
相
談
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

二

通
告
児
童
等
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号

）
第
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
福
祉
司
（
以
下
「
知
的
障
害
者
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
又
は
社
会
福
祉
主

事
に
指
導
さ
せ
る
こ
と
。

福
祉
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
は
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
実
施
状
況
を
的
確
に
把
握
す
る
も
の
と

し
、
通
告
児
童
等
又
は
妊
産
婦
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
採
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
七
条
の
措
置
を
要
す
る
と
認
め
る
者
並
び
に
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会
学
的
及
び
精
神
保
健



一
七
頁

上
の
判
定
を
要
す
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
児
童
相
談
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

二

次
条
第
二
号
の
措
置
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
当
該
町
村
の
属
す
る
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事

務
所
に
送
致
す
る
こ
と
。

三

助
産
の
実
施
又
は
母
子
保
護
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者
は
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
実
施
に
係
る
都
道
府

県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
通
告
を
受
け
た
児
童
」
の
下
に
「
、
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一

号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
又
は
前
条
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
の
承
認
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
の
承
認
（
以
下
「
措
置
に
関
す
る
承
認
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
期
間
は
、
当
該
措
置
を
開
始
し
た
日
か
ら
二
年
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
措
置
を
継
続
し
な
け
れ
ば
保
護
者
が
そ
の
児
童
を
虐
待
し
、
著
し
く
そ
の
監
護
を
怠
り
、

そ
の
他
著
し
く
当
該
児
童
の
福
祉
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
は
、
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を

得
て
、
当
該
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
八
頁

第
二
十
八
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
新
に
係
る
承
認
の
申
立
て
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
の
期
間
が
満
了
し
た
後
も
、
当
該
申
立
て
に
対
す
る
審
判
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
、
引
き
続
き

当
該
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
申
立
て
を
却
下
す
る
審
判
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
審
判
の
結
果
を

考
慮
し
て
も
な
お
当
該
措
置
を
採
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
限
る
。

家
庭
裁
判
所
は
、
措
置
に
関
す
る
承
認
の
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
申

立
て
に
係
る
保
護
者
に
対
す
る
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
措
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
導
措
置
」
と
い
う
。

）
に
関
し
報
告
及
び
意
見
を
求
め
、
又
は
当
該
申
立
て
に
係
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
に
関
す
る
必
要
な
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

家
庭
裁
判
所
は
、
措
置
に
関
す
る
承
認
の
審
判
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
の
終
了
後
の
家
庭
そ
の
他
の
環
境

の
調
整
を
行
う
た
め
当
該
保
護
者
に
対
し
指
導
措
置
を
採
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
護
者
に
対

し
、
指
導
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を
都
道
府
県
に
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
第
三
項
中
「
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
」
を
「
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
、
児
童
相
談



一
九
頁

所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
四
第
一
号
及
び
第
三
十
三
条
の
五
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
二
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二

号
、
第
二
十
五
条
の
八
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
六
中
「
児
童
の
」
を
「
児
童
又
は
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
（
次
条
及
び
第
三
十
三
条
の
八

に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い
う
。
）
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
七
中
「
児
童
に
」
を
「
児
童
等
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
八
中
「
児
童
の
」
を
「
児
童
等
の
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
四
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
又
は
第
五
項
」
を
「
第
五
項
又

は
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
」
を
「
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第

九
項
及
び
第
十
項
中
「
第
七
項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
に
規
定
す
る
額
の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
収
入
の
確
保
及
び
本
人
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の
便
益
の
増
進
に

寄
与
す
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
私
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
児
童
相
談
所
を
設
置
す
る
市
と
し
て
政
令
で



二
〇
頁

定
め
る
市
（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
政
令
の
」
を
「
政
令
で
」
に
、
「
又
は
中
核
市
」

を
「
若
し
く
は
中
核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
に
対
し
、
当
該
児
童
相
談
所
の
円
滑
な
運
営
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
必

要
な
勧
告
、
助
言
又
は
援
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
六
十
一
条
の
三
中
「
又
は
第
二
十
一
条
の
三
十
」
を
「
、
第
二
十
一
条
の
三
十
又
は
第
二
十
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
保
健
上
」
の
下
に
「
、
安

定
し
た
生
活
環
境
の
確
保
」
を
加
え
る
部
分
及
び
「
お
お
む
ね
二
歳
未
満
の
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
第
四

十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
乳
児
を
除
い
て
、
保
護
者
の
な
い
児
童
」
を
「
保
護
者
の
な
い
児
童
（
乳
児
を
除
く
。
た
だ
し



二
一
頁

、
安
定
し
た
生
活
環
境
の
確
保
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
乳
児
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

公
布
の
日

二

第
一
条
中
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
及
び
第
六
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定

児
童
の
売
買
、
児
童

買
春
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
選
択
議
定
書
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

三

第
二
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
十
条
（
次
号
に
掲

げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定

平
成
十
七
年
四
月
一
日

四

第
二
条
中
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
十
条
中
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
十
六
条
の
改
正
規
定

平
成
十
八
年
四
月
一
日

（
保
護
受
託
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

都
道
府
県
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
保
護
受
託
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
法
第
二
十
七
条
第
五
項
又
は
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
児
童
に
つ
い
て
定
め
た
委
託
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
従
前
の
例
に
よ
り
引
き
続
き
当
該



二
二
頁

保
護
受
託
者
に
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
児
童
福
祉
司
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
任
用
さ
れ
て
い
る
児
童
福
祉
司
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
児
童
福
祉
司
と
み
な
す
。

（
家
庭
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
採
る
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
又

は
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
採
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
て
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
採
ら

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定

の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
る
罪
に
限
り
適
用
す
る
。



二
三
頁

（
少
年
法
及
び
少
年
院
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

一

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
十
六
条
第
一
項

二

少
年
院
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
二
項

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
八
号
中
「
同
号
に
規
定
す
る
里
親
」
を
「
同
法
第
六
条
の

三
に
規
定
す
る
里
親
」
に
改
め
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
五
号
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

（
所
得
税
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



二
四
頁

第
二
条
第
一
項
第
三
十
四
号
中
「
同
号
に
規
定
す
る
里
親
」
を
「
同
法
第
六
条
の
三
（
定
義
）
に
規
定
す
る
里
親
」
に
改

め
る
。

（
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
条

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
児
童
相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
」
を
「
市
町
村
、
都
道
府
県
の
設
置
す
る
福
祉
事
務
所
又
は
児
童
相
談
所
」

に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
十

五
条
の
八
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
相

談
所
設
置
市
」
を
加
え
、
「
又
は
中
核
市
」
を
「
若
し
く
は
中
核
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
」
に
改
め
る
。



二
五
頁

理

由

次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
児
童
虐
待
等
の
問
題
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
児
童
相
談
所
及
び
市
町
村
の

役
割
並
び
に
児
童
福
祉
施
設
の
在
り
方
の
見
直
し
等
を
行
う
と
と
も
に
、
慢
性
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
児
童
に
対
す
る
医
療
の

給
付
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
児
童
の
売
買
、
児
童
買
春
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る

条
約
の
選
択
議
定
書
の
締
結
及
び
保
育
料
の
収
納
事
務
の
私
人
へ
の
委
託
を
行
う
た
め
に
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


